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第２２期第２回 佐賀県有明海区漁業調整委員会 議事概要 

 
１ 日  時   令和３年５月１７日（月） １４時００分から 

 

２ 場  所   佐賀県水産会館「大会議室」 

 

３ 出 席 者   佐賀県有明海区漁業調整委員会 

会      長  西久保   敏 

委      員  古 賀 善 治 

〃     井 口 繁 臣 

〃     中 野 正 利 

〃     中 山   薫 

〃     中 島   龍 

〃     川 下   始 

〃     竹 下 泰 彦 

〃        古 賀 秀 昭 

〃        井 上 亜 紀 

 

４ 臨 席 者     佐賀県有明海漁業協同組合 
指 導 部 次 長  有 馬 隆 文 
指 導 課  糸 山 亮 平 

佐 賀 県 水 産 課 

漁業調整担当係長  寺 田 雅 彦 

佐賀県有明水産振興センター 

         資源研究担当係長    佃   政 則 

佐賀県海区漁業調整委員会事務局 

事 務 局 長  中牟田 弘 典 

主 査  増 田 健 斗 

 

５ 議題及び議決事項 

（１）アゲマキの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議） 

⇒ 原案どおり承認された。 

（２）ウミタケの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議） 

⇒ 原案どおり承認された。 

（３）クラゲの採捕に係る委員会指示（案）について（協議） 

⇒ 原案の一部を修正して承認された。 

（４）委員会指示の適用除外について（協議） 

１ 佐賀市環境政策課 
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⇒ 原案どおり承認された。 

２ 佐賀市上下水道局 

⇒ 原案どおり承認された。 

３ 佐賀自然史研究会 

⇒ 原案どおり承認された。 

（５）令和３年度機船船びき網（あみ１そう船びき網）漁業の許可方針（案）について 

（諮問） 

⇒ 原案の一部を修正する意見を附して承認された。 

（６）日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員の選任について（協議） 

 ⇒ 原案どおり承認された。 

（７）その他 

⇒ 井口委員から貝類に関する水産振興事業について要望がなされた。 

⇒ 事務局から次回の委員会の日程について説明が行われた。 

 

６ 各議題の説明者及び質疑応答の概要 
（１）説明者 

議題１・２・５ 寺田係長 
議題３・４・６ 増田主査 
議題７ 中牟田事務局長 
 

（２）質疑応答 

【議題（１）について】 

  （井口委員）昨年度の調査において、浜川沖でいくらか見られたということで、１年

経った現在の大きさはどのぐらいでしょうか。また、地元から採捕の要望はあってい

ないのでしょうか。 
   ⇒ （佃係長）豪雨による長期間の淡水化や土砂の堆積により斃死したため、市場

に出せるようなサイズの個体はほとんど見つかっておりません。漁業者の方か

らはアゲマキが獲れたらいいねという話はよく聞きますが、獲るものがいない

という非常に厳しい状況です。 
 
  【議題（２）について】 
  （井上委員）調査操業については、適用除外の申請が出てきてから委員会で審議をす

るという認識でよかったでしょうか。 
   ⇒ （有馬指導部次長）はい、そのとおりです。具体的な調査の内容については、

今後、県の指導の下で計画を立てて、次回の委員会にてご審議いただきたいと

思います。 
 

【議題（３）について】 
 （井上委員）パブリックコメントのご意見への対応の文言については、委員会として
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の主体性のある文言にした方がいいのではないでしょうか。 
  ⇒ （中牟田事務局長）表現を「採捕禁止期間は、佐賀県有明海漁業協同組合様か

ら関係する漁業者の総意及び福岡県漁業関係者との調整を踏まえて提出され

た要望を基に設定しておりますので、佐賀県有明海漁業協同組合様の要望を尊

重し、原案のとおりとします。」と修正したいと思いますがよろしいでしょうか。 
  ⇒ （委員一同）異議なし。 
 
（古賀善委員）採捕禁止期間が決まったのはいつからですか。 

  ⇒ （中牟田事務局長）平成２６年に佐賀、福岡、熊本の３県でこのような採捕禁

止期間等の自主的な取組みがあり、その後、佐賀県有明海漁業協同組合と福岡

県有明海漁業協同組合連合会から委員会指示の要望があり、これを受けて平成

２７年から継続して福岡県と協調しこのような委員会指示を発出しておりま

す。 
 
【議題（４）－１について】 
（竹下委員）この調査は５年ほど続けられていると思いますので、今までの調査結果

の推移が分かるような資料があれば提供してくださいと佐賀市にお伝えください。 
 ⇒ （増田主査）はい、かしこまりました。 
 
【議題（４）－２について】 
質疑なし 
 

【議題（４）－３について】 
質疑なし 

 
【議題（５）について】 
（竹下委員）毎年４、５隻しか許可していないのであれば、許可枠は３０隻も必要な

いのではないでしょうか。 
 ⇒ （西久保会長）許可枠は１０隻もあれば十分足りると思いますが。 
⇒ （古賀秀委員）平成２３年に許可枠を５０隻から３０隻に減らした理由は何で

しょうか。 
 ⇒ （寺田係長）許可の実態に合わせて減らしたと聞いております。 
 ⇒ （西久保会長）それでは許可枠は１０隻に減らすということでよいでしょうか。 
 ⇒ （委員一同）異議なし。 
 
【議題（６）について】 
 質疑なし 


